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第１章  大山町総合計画 
 

 

（１）総合計画をつくる目的 

大山町は、中山町・名和町・大山町が平成１７年（２００５年）３月２８日に合併し、新「大山町」として誕生

しました。合併後、平成１８年（２００６年）に策定した第一次大山町総合計画では、「大山の恵みを受け継ぎ、

元気な未来を拓くまちづくり」をテーマに「大山恵みの里構想」を掲げ、豊かな自然に恵まれた大山町の

特色を活かして、新しい町が一体となる基礎づくりを実現しました。 

平成２８年（２０１６年）には、第二次大山町総合計画となる「大山町未来づくり１０年プラン」を策定し、

「楽しさ自給率の高いまちへ」を基本理念に掲げ、町内で暮らし活動する一人ひとりが一歩を踏み出し、で

きることから行動し、楽しみながらまちに関わるという、人が主役のまちづくりに取り組んできました。この１

０年の間には、旧町村区の１０地区すべてに地域自主組織が設立され、地域自主組織と行政がまちづくり

のパートナーとして相互に補完しながら協働のまちづくりを進展させてきました。 

 

この１０年間に、国内では社会情勢や自然環境の急速な変化が進みました。少子化・高齢化のスピード

は増して、人口減少もより顕著に進んできました。災害は次第に激甚化・頻発化し、全国各地で大きな被害

が発生しています。世界的に流行した新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活様式を一変させました。

パソコンやスマートフォン、インターネットは私たちの生活と切っても切れない存在になり、特にＡＩ1の発達

はすさまじく、生活のあらゆる面でその技術が組み込まれています。東京一極集中が進む社会の中で、自

分の生き方を見直したいと思う人も多く生まれ、「地方創生」がいっそう推進されるようになりました。 

世界に目を向けると、インターネットの発達により経済や文化のグローバル化が進み、海外との時間的・

精神的な距離が縮まっています。グローカル2という言葉も聞かれるようになり、地球規模での持続可能な

開発目標（SDGs3）は、私たちの生活にも浸透し、世界規模で同じ目標に向かっていることを実感できま

す。 

このように目まぐるしく移り変わる社会情勢の中、一人ひとりの暮らし方や働き方、価値観はより多様化

しており、地域の課題はより複雑化しています。 

 

将来の予測が困難な時代にも安心して住み続けられる大山町、多様性に富む時代に魅力的で住みた

いと思える大山町であるためには、めざすべきまちの未来の姿とそれを実現するための方法を考え、行

政・町民・企業・団体など、大山町に関わる人や組織がお互いに協力し合い、行動していくことが必要です。 

平成２３年(２０１１年)に地方自治法の一部が改正されたことで法律に基づく総合計画の策定義務はな

くなりましたが、大山町では、今後も総合計画をつくることを通じて、大山町に関わるみなさんと一緒にまち

の未来の姿を思い描き、みなさんとの協働によるまちづくりに取り組んでいきます。 
 
 
 
 
 

 
1 人工知能。一般的に人間の言葉の理解や認識、推論などの知的行動をコンピュータに行わせる技術。 
2 全世界を同時に巻き込んでいく流れである「世界普遍化」と地域の特色や特性を領していく流れである「地域限定化」の 2 つの言葉を組み合わせた造語。地球
規模の視野で考え、地域で行動すること。 
3 「Sustainable Development Goals」の略。2015 年国例総会で採択された。人類が安定して暮らし続けられるよう 2030 年までに達成すべき具体的な目標。 
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（２）第三次総合計画がめざすもの 

第三次総合計画では、第一次総合計画の「大山の恵みを活かしたまちづくり」、第二次総合計画の「楽

しさがまちにあふれる人が主役のまちづくり」という考えを引き継ぎながら発展させ、「わくわく楽しい未来

につながるまち ～人と人、人と自然が紡ぐまちの豊かさ～」という基本理念を掲げました。 

私たちの暮らしを支えている自然環境の豊かさとその恵みがこれからも続いていくように守りながら活

かし、誰もができることから行動してまちに関わることで生まれる人と人のつながりの力を活かすことで、

楽しいまちの未来へつながるまちづくりに取り組みます。町民一人ひとりの生活の豊かさや心の豊かさが

生まれて、安心して住み続けられる希望がわく（湧く）まち、魅力的で住みたいと思える活気がわく（湧く）

まち、そのような『わくわく楽しい未来につながるまち』をめざしていきます。 

 

 

（３）第三次総合計画の役割 

総合計画は、まちづくりを進めていく上で土台となる計画です。行政が施策に取り組んでいくにあたって、

「わくわく楽しい未来につながるまち」に向かってどのように行動し、町民・企業・団体など大山町に関わる

みなさんとどのように協働していくか、一つひとつの取り組みや一人ひとりの行動が大きな効果を生み出

せるように、何に、どのくらい、どうやって取り組んでいくのかということを具体的にとりまとめています。 

大山町に関わるみなさんと総合計画を通じて一緒にまちの未来の姿を思い描き、みなさんとの協働によ

るまちづくりに取り組んでいきます。 

 

  



 

 
6 

   
 

 

（４） 総合計画のしくみ 

 

総合計画は、「基本構想」と「基本計画」のほかに、別冊の「実施計画」という３つの計画で構成します。 

 

● 基本構想 

基本構想は、まちづくりの基本理念であり、まちがめざす将来像とその実現のために取り組む基本的な

目標や考え方を示すものです。基本構想の計画期間は、令和８年度(２０２６年度)から令和１５年度(２０３３

年度)までの８年間とします。 

● 基本計画 

基本計画は、基本構想でめざす将来像と基本目標等を踏まえて、目標に向けて取り組む施策の目的や

取り組み方針、施策の主要指標などを体系的に示すものです。基本計画の計画期間は、令和８年度(２０２

６年度)から令和１５年度(２０３３年度)までの８年間とします。また、基本計画は必要に応じて見直すことに

します。中間年度の令和１１年度(２０２９年度)には、社会経済情勢の変化等を考慮し、見直しの検討を行う

こととします。 

● 実施計画 

実施計画は、基本計画における施策を実行するための具体的な計画です。向こう３年間の主要な事業

を具体的に示し、基本構想や基本計画を一歩一歩着実に実現していくための足掛かりになります。実施計

画は、財政的な裏付けを持って、毎年度見直しを行います。 

 

 

■計画の期間 
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（５）各種計画等との関連性 

 

総合計画は、大山町のすべての行政分野にわたって基本的な指針となる計画です。ここでは、総合計画

と各種計画等との関連性について示しています。 

 

● 個別計画 

個別計画は、まちづくりの特定の分野に関する個別具体的な計画であり、対象となる分野の目標やその

目標の実現に向けた取り組み等を明らかにするものです。総合計画は、まちづくりのすべての分野にわた

る基本的な指針であるため、個別計画等を作成するときには、総合計画を指針にして、個別計画を策定す

ることとします。 

 

● 総合計画と一体的策定とする計画等 

まちづくりのすべての分野にわたる個別計画の中で、計画性・実行性・関連性等において、総合計画と

一体的に策定することが効果的であると認める計画を総合計画に位置づけ、取り組みの推進を図ります。

総合計画と一体的に策定する個別計画の位置づけについては、別冊の実施計画において行います。 

 

 

■計画の構成 

 

 
 

基本構想

基本計画

実施計画

■個別計画
・大山町ひと・くらし・しごと創生総合戦略
・大山町教育振興基本計画
・大山町地域福祉計画
・大山町子ども・子育て支援事業計画
・大山町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
・大山町障がい者プラン
・大山町人権施策総合計画
・大山町誰もが共同参画できる社会づくり計画
・大山町データヘルス計画
・大山町地域計画
・大山町農業振興地域整備計画
・大山町空家等対策計画
・大山町地域防災計画
・大山町国民保護計画
など

目標に向けて取り組む施策・具体的な取り組みの推進
予算の執行・効率的な財政運営
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第２章  大山町というまち 
 

 

（１）位置・地勢 

 

大山町は、鳥取県の西部に位置しています。東側は琴浦町、西側は米子市と伯耆町、南側は江府町と接

し、北側は日本海に面しています。そして、中国地方最高峰の大山が南側にそびえており、大山山頂は大山

町のなかにあります。大山町の名前から山をイメージされることが多いですが、日本海から大山山頂まで、

海あり山ありの恵まれた自然資源が自慢です。 

北部は大山の裾野がゆるやかな傾斜を描きながら日本海に向かって広がり、南部は丘陵と谷間で形成

され大山山頂に至る山地となっています。このように、地形の変化に富んでいるのも大きな特徴です。さら

に、大山山系を分水嶺として、東部に甲川、西部に阿弥陀川が日本海に注いでいます。 

広さは、南北約２１km、東西約１６km、総面積は 189.7５㎢で鳥取県の総面積の 5.4％を占めています。 

 

 

■大山町の位置と周辺地域 
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（２）気候・地質 

● 気候 

大山町は海岸部から大山山頂までの地形が多様なため、気候条件も地域により大きく異なります。夏の

最高気温は、平野部では３０℃を超すのが普通ですが、大山山頂では２０℃前後となっていて夏場でもひ

んやりとした空気を楽しむことができます。冬の最低気温は、平野部では０℃を下回ることはほとんどあり

ませんが、標高の高い大山寺では氷点下１０℃以下になることもあります。 

山陰型の気候であることから、降水量は冬場と梅雨時期に多く、積雪量が多いときには平野部で１０～２

０ｃｍ、山間部で１ｍ前後に達します。スキー場付近では２ｍを越すこともある豪雪地帯で、良い面も悪い面

も含め、雪と密接に関わって暮らしている地域です。 

 

● 地質 

地質は、大山の影響によって大山ローム層、火山砕屑物、凝灰岩質岩石礫、砂礫で構成されています。

河川流域と平野部では、肥沃な大山ローム層が堆積しているため、生産力のある水田を拓くことができま

す。また、火山灰土に覆われた丘陵地は、果樹園や畑として利用されています。地層深く浸透した大山の伏

流水は、ミネラルをたっぷり含んで日本海に流れ込み、豊かな漁場を育みます。 

このように、大山町の農と食の豊かさは、大山の恵みによるものと言えます。 
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（３）人口・世帯 

● 人口 
■人口の推移（人） 

 

出典：国勢調査、大山町人口動向分析及び将来人口推計 

大山町で暮らす人の数は、令和２年（２０

２０年）１万５，３７０人（大山地区５，５６６人、

名和地区５，８２６人、中山地区３，９７８人）

でした。平成２７年（２０１５年）の人口は１万

６，４７０人（大山地区５，８５７人、名和地区

６，２４７人、中山地区４，３６６人）であり、５年

間の間に１，１１０人が減少しました。 

５年間の人口増減率をみると、大山地区

では５．０ポイントの減少、名和地区は６．７

ポイントの減少、中山地区は８．９ポイントの

減少で、減少率が高くなっています。 

大山町将来人口推計では、令和３２年（２

０５０年）には人口が８，７６７人まで減少す

ると予測しています。 

 

■人口増減率の推移（％） 

 
出典：国勢調査、大山町人口動向分析及び将来人口推計 

 

● 世帯 

同じ家で暮らす人、生計を一緒にする人

の集まりが世帯です。大山町内の世帯の数

は、令和２年（２０２０年）は５，２４７世帯(大

山地区１，８５０世帯、名和地区２，００３世

帯、中山地区１，３９４世帯)でした。平成２７

年（２０１５年）は 5,300 世帯（大山地区１，

８６１世帯、名和地区２，０１８世帯、中山地区

１，４２１世帯）であり、５年間で５３世帯が減

少しました。 

５年間の世帯増減率をみると、大山地区

では０．５９ポイントの減少、名和地区では

０．７４ポイントの減少、中山地区では１．９０

ポイントの減少でした。一世帯当たりの平

均世帯人員は、令和２年が２．９人で、平成

２７年が３．１人であり、家族の単位が小さく

なっていることがわかります。 

 

■世帯数・平均世帯人員の推移（人） 

 
出典：国勢調査 
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● 年齢別の人口構成 
■年齢階層別人口（人） 

 
出典：国勢調査、大山町人口動向分析及び将来人口推計 

年齢別で大山町の人口を見てみると、令

和２年（２０２０年）の年少人口（０～１４歳）

は１，６８４人、生産年齢人口（１５～６４歳）は

７，４９１人、老年人口（６５歳以上）は

6,195 でした。今後は、年少人口、生産年

齢人口、老年人口ともに減少する傾向が続

いていくことが予測されます。 

大山町将来人口推計では、令和２２年（２

０４０年）には、生産年齢人口と老年人口の

数が逆転することを予測しています。 

 

■年齢階層別人口割合（％） 

 
出典：国勢調査、大山町人口動向分析及び将来人口推計 
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● 人口の自然増減数 
■出生者数と死亡者数（人） 

 
出典：国勢調査、大山町人口動向分析及び将来人口推計 

生まれた人の数と亡くなった人の数の差

が自然増減数です。令和５年（202３年）に

生まれた人の数は、６８人、亡くなった人の

数は３１５人であり、自然増減数では、２４７

人の減少となりました。 

今後もこの傾向が続いていくことが予測

されます。 

 

● 人口の社会増減数 
 

■転入者数と転出者数（人） 

 
出典：鳥取県人口移動調査 

転入者数と転出者数の差が社会増減数

です。令和６年（202４年）に大山町に移り

住んできた人と町外に移り住んでいった人

の数は３４１人で、同数となりました。 
令和元年（２０１９年）には社会増となりま

したが、それ以降は、再び転出超過の傾向

が続いてきました。 

 

● 常住人口と昼間人口 

大山町に暮らしている人の数を常住人

口といいます。昼間人口は、常住人口から

大山町外に通勤・通学する大山町民を差し

引き、逆に大山町外から大山町内に通勤・

通学をする人を足した数をいいます。 

比率が高まるほど町内に就業・就学でき

る環境があると考えられますが、令和２年

（２０２０年）の常住人口に占める昼間人口

の割合は８６．３％であり、２０１０年以降、こ

の割合はほぼ横ばいです。 

 

■常住人口と昼間人口（人） 

 
出典：国勢調査 
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（４）仕事 

●産業別の就業者数 
■産業別就業者数の推移（人） 

 
出典：国勢調査 

ここでは町内の人がどのような仕事に就

いているか見ていきます。令和２年（２０２０

年）の産業別就業者数の内訳は、第１次産

業4が２３．８％、第２次産業5が１９．６％、第３

次産業6が５６．５％でした。 

第１次産業の就業者数の割合が年々減

少し、逆に第３次産業の就業者数の割合が

増加しています。 

 

■産業別就業者数の割合（％） 

 
出典：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 自然の恩恵を利用した産業。主に農林、漁業、鉱業など。 
5 第１次産業で生産した原材料を加工する産業。主に製造業、建築業、工業など。 
6 第１次産業にも第２次産業にも入らない産業。サービス業。主に小売業、配送業、飲食業など。 
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● 農林水産業 ■第１次産業の従事者数の推移（人） 

 
出典：国勢調査 

第１次産業では特に農業の従事者数が

大きく減少しています。令和２年（２０２０年）

の従事者数の割合は、農業が９４．９％、林

業が１．１％、漁業が４．0％でした。割合とし

ては平成２７年（２０１５年）と大きく変化は

ありませんが、農林水産業のいずれについ

ても従事者数が減少しています。 

農業の主たる従事者の年齢層は、６０歳

以上が７８．７３％で高い割合になっていま

す。農業従事者の後継者がいる割合は、３

１．３３％でした。 

  
■第１次産業の従事者数の割合の比較  

平成２７年（２０１５年） 令和２年（２０２０年） 

出典：国勢調査 
 

■農業従事者の主たる年齢別割合  ■農業従事者の後継者の有無 

 

 

 

出典：地域計画に関するアンケート調査  令和 6 年（2024 年)  出典：地域計画に関するアンケート調査  令和 6 年（2024 年) 
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● 商業 
■商業における事業所数と従業者数(人)の推移 

 
出典：商業統計調査、経済センサス 

令和３年（２０２１年）に町内で開業してい

る事業所の数は１０１で、働いている従業者

の数は５１８人でした。事業所数、従業者数

ともに減少傾向にあります。 

 

● 工業 

令和５年（２０２４年）の町内の工業関係の

事業所数は２２で、働いている人の数は８８

８人でした。若干の増減はありますが、横ば

い傾向で推移しています。 
■工業における事業所数と従業者数(人)の推移 

（従業者 4 人以上の事業所） 

 
出典：工業統計調査、経済センサス、経済構造実態調査 

 

● 観光 

大山周辺に観光に訪れた人の数は、令

和６年（202４年）時点で１０万６,000 人に

のぼります。これは、県内全体の１０．２％を

占めています。令和２年（２０２０年）から新

型コロナウイルス感染症の影響により急減

して以降、近年は回復傾向にありましたが、

令和６年(２０２４年)はやや減少しています。 
 

■観光入込客数の推移（千人・％） 

 
出典：鳥取県観光客入込動態調査 
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（５）土地の利用 

大山町の総面積は、189.7５㎢で、その約２６％が山林・原野であり、その他に区分されている国有林・

保安林を含めた森林面積は、総面積の約６０％にあたります。この数字からも、大山町は緑がとても豊かで

あることがわかります。 

 

■地目別面積（㎢・％） 

 
出典：固定資産概要調書(令和７年度)より作成 

 

 

（6）交通 
大山町内には、ＪＲ山陰本線と並行して、国道９号、山陰道、県道淀江琴浦線が東西を横断しており、複

数の県道が南北に走っています。山陰道には淀江インターチェンジ、大山インターチェンジ、名和インターチ

ェンジ、中山インターチェンジ、赤碕中山インターチェンジの５つが設置されています。鉄道は、ＪＲ山陰本線

が日本海沿いを東西に走っており、大山口駅、名和駅、御来屋駅、下市駅、中山口駅が設置されています。

なかでも、御来屋駅は山陰鉄道発祥の地といわれ、山陰最古の駅舎です。いずれも、列車の動力に電気

を使っていない非電化路線なので、「電車」ではなく「汽車」と呼ばれています。この「汽車」が町内を走る

姿も大山町の一つの風景になっています。さらに、大山町から車で４５分の距離には米子鬼太郎空港（境

港市）があり、東京をはじめ、国内外の都市をつないでいます。このように、都市部へのアクセスが便利な

点も大きな特徴です。 

 

■町内の交通網 

 

  

区分 山林・原野 農地 宅地 雑種地 その他 計

実数 48.92 43.75 5.94 2.97 88.16 189.74

割合 25.78 23.06 3.13 1.57 46.46 100.00
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（7）イベント 

大山町内では、大小あわせてさまざまな行事や

イベントが行われています。昔からの行事を引き

継いでいるものや住民自ら新しく立ち上げたも

の、町外からもたくさんの人が訪れる観光イベント

も数多くあり、その種類はさまざまです。それらの

多くは町内の自然や歴史、文化など、まちの多様

な資源を活用した大山町ならではのものです。 

■町内の主な行事やイベント 

 

（8）地域自主組織 

大山町では、住民参画のまちづくりを進めてい

ます。地域づくりへの主体的な住民参加と交流の

促進のため、平成２２年（２０１０年）から旧村区（１

０地区）ごとに「まちづくり地区会議」を設置しまし

た。合意がなされた地区から地域自主組織が設

立され、令和元年（２０１９年）には旧町村区のす

べてで地域自主組織が設立されました。 

地域自主組織は、広域的課題への対応、集落

の取り組みのバックアップ、情報共有による取り組

みの横展開など、地域のためのさまざまな活動を

行うための組織です。一つの集落だけでは解決

が困難な課題の解決や地域のニーズを満たすた

めに、地域住民が主体的に活動に参加し、取り組

みを行っています。 

 

■地域自主組織 

 
  

地域自主組織名

ふれあいの郷かあら山 高麗地区 平田・上万・稲光・妻木・荘田・長田・富岡・安原・保田・あずみの郷

まちづくり大山 大山地区
大山・種原・鈑戸・今在家・佐摩・宮内・平・坊領・蔵岡・前・畑・香取上・香取下・別所・原・下

槇原・大谷・赤松・中槇原・明間・美野留・あけまの森・今在家住宅・一の谷

大山の里所子 所子地区
福尾・上野・所子・平木・神原・上中高・中高1区・中高2区・中高3区・中高西区・野田・清原・唐

王・大山口・大山口団地・大山口新団地・ニューヴィータ・新栄・栄・末長・国信・末吉

かくわの郷庄内 庄内地区
富長東・富長中・富長西・古御堂・文珠領・古原・茶畑・東高田・上高田・新高田・西高田・押平1

区・押平2区・押平3区・押平・中村・塚根・大塚・福田・大雀・南高田・上福

支え合いのまち御来屋 御来屋地区
御来屋東区・御来屋1区・御来屋2区・御来屋3区・御来屋4区・御来屋5区・御来屋6区・御来屋7区・御

来屋8区・御来屋10区・御来屋11区・御来屋南区・みどり区・のぞみ区

なわのわ 名和地区
坪田1区・坪田2区・坪田3区・東谷・門前・梶原・旧奈和・下大山・上大山・営団・渡道・栃原・神

田・香取弥生・新坪田

きらり光徳 光徳地区
上前谷・下前谷・上木料・下木料・倉谷・峯小竹・小竹・上坪東・上坪西・下坪・西坪・駅前・陣

構・楽仙・ひかりが丘・八景台

きばらいや上中山 上中山地区 羽田井・束積・八重・樋口・石井垣・報国・萩原

楽しもなかやま 下中山地区
潮音寺・栄田・内蔵・中山口・阿弥陀山・金屋・下田中1区・下田中2区・中林・浜の上団地・植松・

北御崎・南御崎・下甲・曲松・赤坂・ナスパルタウン

やらいや逢坂 逢坂地区
退休寺・高橋・殿河内・上市・住吉・さざんか台団地・中池谷・塩津・中尾・下市駅前・岡・下市・

松河原・長野・庄田・大中尾・林之峯・二本松・香取

組織地区

1月 元旦マラソン

大山町成人式
2月 国立公園記念・国体記念スキー大会

大山町卓球大会
大山町生涯学習大会

なかやま公民館まつり
3月 大山さんサンフェスタ

こうれいふるさと祭り
名和公民館まつり

4月 道の駅誕生祭
大山一斉清掃（春）

大山町民ゴルフ大会
5月 藤まつり

門脇家住宅春季一般公開
大山町名和マラソンフェスタ

皆生・大山 SEA TO SUMMIT
6月 大山夏山開き祭

大山町民グラウンド・ゴルフ大会
7月 全日本トライアスロン皆生大会

大山町納涼花火大会
甲川渓流まつり

8月 御崎みなと花火大会
大山の大献灯

納涼の夕べ
大山町バレーボール大会

9月 大山町女性レクリエーション大会
大山町バドミントン大会

10月 むきばんだフェスタ
大山はまなすサイクリング

大山一斉清掃（秋）
大山町総合文化祭

11月 門脇家住宅秋季一般公開
中山わいわいフェスティバル

大山町駅伝競走大会
大山町ソフトバレーボール大会

12月 大山町人権・同和教育推進大会

だいせんホワイトリゾートスキー場開き
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■地域自主組織の活動 

地域自主祖組織の取り組みは、地域の結びつきを強め、関わる人のやってみたいを叶え、暮らしの中の役割を

創出するとともに、住民と行政がパートナー（協働）として地域運営を行い、持続可能な地域社会を構築することに

寄与しています。 
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第３章  まちをとりまく状況 
 

（1）はじめに 

日本経済の転換期は平成２０年（２００８年）、人口減少が始まり成長社会7から成熟社会8へと移り変わ

りました。日本は、これまで経済成長を通じて多くの人が物の豊かさを実感できる社会を作りあげてきまし

た。昭和の三種の神器と言われた冷蔵庫・洗濯機・テレビ、今では当然にあるもので、これらがない時代を

想像ができない世代も増えたのではないでしょうか。成長社会では「不足」「不便」「不安」「不満」「不経

済」など、多様なニーズ9や生活に必要なウォンツ10であふれ、企業はそれらの解決に注力すればどんどん

儲かり人々もどんどん豊かになる、物質的な悩みが解消されれば「誰もがある程度満足」する社会が到来

し、「いい暮らし＝消費＝幸せ」の構図がありました。しかし、成熟社会になるとあらゆる物があふれていま

す。大量生産・大量消費というビジネスモデル11を軸に駆け抜けてきたやり方は、労働者も消費者も減少し

ていく社会では成り立たなくなり、さらに物質的な豊さに飽きを感じることもあり、「消費＝幸せ」の構図も

崩れてきました。また、現在の社会は情報にあふれています。令和６年度情報通信白書によると、６歳以上

の国民のインターネット利用率は、令和５年（２０２３年）時点で８６．２％と８割超え、１３歳～６９歳では９６．

９％を占めています。インターネットが幅広く普及すると一人ひとりが世界の情報を得られるようになります。

得たい情報を得たいだけ得ることができ、自分好みに沿った情報を集めることで、思考はどんどん個別化

し、人々の価値観が多様化していきます。グローバル社会やダイバーシティ12の実現に向けて、さまざまな

属性や価値観を持つ人たちが互いに尊重しながら暮らしていける地域を作っていくことが、これからのま

ちづくりには必要になる視点であるともいえます。個人の尊重と地域がどのように関わっていくのか試行

錯誤を続けながら、誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めていくことが大切です。 

 

（2）少子化と高齢化の進行 

日本の人口は減少局面を迎えており、日本の合計特殊出生率は、昭和２２年（１９４７）年には４．５４であ

ったものが昭和３５年（１９６０年）頃にかけて急速に低下し、１９６０年代～１９７０年代前半の高度成長期以

降２．０前後から次第に低下をはじめ、令和２年（２０２０年）には１．３３に至りました。人口水準を維持するた

めに必要とされる２．０７をはるかに下回り、少子化が進んでいます。「日本の将来推計人口（国立社会保

障・人口問題研究所）」による令和５年（２０２３年）の中位推計によると、令和５２年（２０７０年）には１．６４に

至ると見込まれていますが、低位推計では１．１３まで低下すると見込まれています。一方、死亡率の低下に

よる平均寿命の伸長などにより高齢化が進んでいます。生活環境の改善、食生活、栄養状態の改善、医療

技術の進歩等により若年層の死亡率が大幅に低下しました。団塊の世代の方々がすべて７５歳となる令和

７年（２０２５年）には、７５歳以上の人口が全人口の約１８%となり、令和２２年（２０４０年）には６５歳以上の 
人口が全人口の約３５%になると推計されています。超高齢社会13から多死社会14へと至り、令和５２年

（２０７０年）には総人口が９，０００万人を割り込み、高齢化率は３９%の水準になると推計されています。 
 
 

 
7 経済成長に伴う大量生産-大量販売-大量消費による大衆消費社会が形成されていく時期。 
8 量的拡大のみを追求する経済成長が収束に向かう中で、精神的豊かさや生活の質の向上を重視する平和で自由な社会。 
9 欲求、要求、需要。 
10 ニーズを満たすための具体的な手段への欲求。 
11 利益を生み出す製品やサービスに関する事業戦略と収益構造を示すもの。 
12 多様性。人種・性別・宗教・価値観などさまざまに異なる属性を持った人々が組織や集団において共存している状態。 
13 65 歳以上の人口の割合が全人口の 21％を占めている社会。 
14 進展した高齢化により死亡数が急増し、総人口が減少していく社会。 
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（3）人口減少社会の現実化 

少子化と高齢化は、生産年齢人口の減少や貯蓄率の低下等が経済成長の制約となると考えられるほ

か、租税・社会保障負担の主たる担い手である現役世代に対する高齢世代の比率が高まることを通じ、社

会保障を中心とする公的部門の財政状況を大きく悪化させることが見込まれています。令和２２年（２０４０

年）には、３人に１人が６５歳以上になり、それを支える生産年齢人口は６５歳以上の人一人当たり約１．６人

になります。これは平成２年（１９９０年）では５．８人で令和２年（２０２０年）には２．１人でした。令和５２年（２

０７０年）には１．３人まで落ち込む見込みです。社会保障を支える人手不足はこれからも続くことが予想さ

れます。生産活動を維持していくために、高齢者の就労継続や女性の待遇改善を支え、ドローン活用やデ

ジタル技術による自動化などの取り組みも積極的に受け入れていかなければならない時代が来ています。 

子どもを生むか生まないかはあくまで個人や家族の意思決定に基づくべきですが、社会制度その他の

理由により、子どもを持ちたくても持てないといった状況があれば、それは子育てを妨げる様々な障害を取

り除く必要があります。少子化の理由には、未婚化・晩婚化・晩産化といった理由のほかに、地方の仕事や

暮らしにおけるジェンダー・ギャップ15によって、２０～３０代の若い女性が地方から都市へ流出するといった

ことが挙げられます。スイスの非営利財団「世界経済フォーラム」が公表する２０２３年のジェンダー・ギャッ

プ指数では、日本は１４６か国中１２５位で低いところに位置しています。子どもを持ちたい人が持てるよう

に、社会全体で子育てを支援し、安心して生み・育てられる環境を整備することが必要です。 

 

（4）消滅可能性自治体 

平成２６年（２０１４年）、日本創成会議16のレポートで発表された「消滅可能性都市」とは、当時の推計で、

令和２２年（２０４０年）の時点で、２０～３９歳の女性の人口率が５０％以上減ると予測される自治体を指し

ていました。女性１人あたりが生涯に生む子どもの数が増えても、まちから女性人口が減っていくのであれ

ば、人口を保つことができません。これが、「消滅するおそれがある」という理由です。 

日本創生会議のレポートの発表から約１０年後の令和６年（２０２４年）４月、民間の有識者で組織される

人口戦略会議から、最新のデータに基づいた「地方自治体『持続可能性』分析レポート」が発表されまし

た。若年女性人口が減り続ける限り出生率は低下し、総人口の減少も止まりません。令和２年（２０２０年）～

令和３２年（２０５０年）の３０年間で、女性の人口率が５０％以上減少する地域は、将来的に消滅する可能

性が高いのではないかと推測したものです。消滅するおそれがあるとされた自治体の数は、平成２６年（２

０１４年）予測の８９６から令和６年（２０２４年）の予測で７４４まで減少し、若干の改善がみられたものの、大

山町は依然として消滅するおそれがある７４４の自治体に含まれています。この指標は一面的な指標であ

って地域の実情をすべて表しているものではありません。しかし、まずは、人口減少を避けることができな

いという事実を受け入れることが大切です。そして、人口の自然減が避けられない状況を社会増でカバー

しようとする取り組みは、日本全体で人口の奪い合いをすることになるだけです。人口減少に向けた取り組

みは当然に必要ですが、人口が減っていくと予想される中で、どのように住みやすい地域の仕組み、住み

続けたいまちづくりをしていくか、私たちで考えていくことが必要です。 

 

 
15 男女の違いにより生じる格差のこと。 
16 日本生産性本部が 2011 年 5 月に発足した民間の会議体。 
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（5）持続可能な社会とその加速 

日本では少子化・高齢化、人口減少が進んでいる状況ですが、世界的にみると先進国でも同様の動き

があります。各国と比較しても日本の高齢化率の高さと出生率の低さは顕著です。一方で、世界全体の人

口はこれからどんどん増加していき、資源の枯渇や環境への負荷が大きく懸念されています。これらの推

計、世界的な問題に対して、２０１５年に国際連合では持続可能な開発目標としてＳＤＧｓの考え方が採択さ

れました。日本でもとてもなじみ深くなった言葉ですが「地球の環境を壊さず、資源も使い過ぎず、未来の

世代も美しい地球で平和に豊かにずっと生活をし続けている社会のこと」です。 

例えば、地球温暖化の問題があります。産業革命以降、大気中の二酸化炭素の濃度が急上昇してきま

した。経済活動による二酸化炭素の排出量の急増が主因と考えられており、それにともない世界の平均気

温も上昇傾向にあります。このまま上昇し続ければ２１００年には最大で４．８℃上昇するという予測もありま

す。このような地球温暖化は世界各地に気候変動をもたらし、集中豪雨や高温などといった異常気象を引

き起こすなど深刻な影響が出ています。異常気象による影響は天候だけではありません。身近な動植物も

環境の変化で数を減らすものやグレーインフラ17などによって生息域を失っていくものもいます。生態系の

バランスが崩れて磯焼けの被害も生まれ、生物多様性にも大きな影響を与えています。大山町でもグリー

ンインフラ18の活用を進め、私たちの生活基盤を維持し、豊かな自然を守っていくための持続可能な視点

が必要です。 

 

（6）安全意識の高まりと地方への流れ 

日本では、これまでに経験したことがないような猛暑や豪雨、地震などによる災害が毎年のように頻発

しています。発生すると予想される南海トラフ地震に対しては、平成２６年（２０１４年）３月の「南海トラフ地

震防災対策推進基本計画」（中央防災会議決定）から１０年が経過し、新たな防災対策の検討が進めら

れています。ひとたび発生すると広い範囲で大きな震度を観測することになり、大山町でも震度４以上が

予測されています。平成１２年（２０００年）の鳥取県西部地震、平成２８年（２０１６年）の鳥取県中部地震な

ど、近年の経験から考えても、大地震の影響は軽いものではありません。国においては、人命最優先の防

災立国の構築を掲げ、防災庁の設置に向けた準備を進めています。 

災害だけではなく、記憶に新しい新型コロナウイルス感染症は、令和２年（２０２０年）から世界に大きな

影響を与えたことは言うまでもありません。日本でも行動規制や新しい生活様式などの経験を経て、働き

方にも変化が生まれ、「テレワーク19」や「ワーケーション20」といった働き方がよく聞かれました。とりわけ都

市部に住む若者たちの考え方にも変化が起こり、地方移住の相談を受け付ける「ふるさと回帰支援センタ

ー（東京）」によると、２０２０年の１年間、移住相談者のうち４０代以下の割合が７４．１％に達し、過去最高に

なりました。業務のオンライン化やデジタル化が進む中で地方移住の在り方も多様化して、地方でワークラ

イフバランス21や自己実現を希望する動きも見られています。若い世代は進学や就職をきっかけに地方か

ら大都市圏に流出するケースが多いのですが、以前に比べて終身雇用の労働形態は変わりつつあり、特

に若い世代の転職に対する心理的ハードルは低くなっていると言われています。 

 
17 道路・港湾・堤防などコンクリートによる人工構造物に代表される従来型の社会基盤の総称。 
18 自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方。 
19 情報通信技術を活用し時間や場所の制約を受けずに柔軟に働く形態。 
20 ワークとバケーションを組み合わせた造語。観光地やリゾート地でテレワークを活用し、働きながら休暇をとる過ごし方。 
21 仕事と生活の調和のこと。 
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こうした動きに加え、都市での生活に閉塞感を感じていたりライフスタイル22の在り方を考えたりするきっ

かけによって、今までにない新しい地方への人の流れが生まれる兆しがあるようにもみられます。 

 

（7）デジタル技術と社会の変革 

デジタル技術の発展によって、私たちの暮らしは大変便利になりました。インターネットの発達はもとより、

特にＩｏＴ23やＡＩ、ビッグデータ24の活用など、新たな技術をあらゆる産業で活用しています。ＡＩ技術は、保

健・医療、介護、製造、教育などの幅広い分野への活用が見込まれており、今後、生産年齢人口の減少が

予想される中では、社会の利便性をさらに高めていくものとして大きな期待が寄せられています。 

国では「第５期科学技術基本計画」において、我が国が目指すべき未来社会の姿としてＳｏｃｉｅｔｙ ５．０

（ソサエティ ５．０）を提唱し、「狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 

3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に

融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」として定義して

います。Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０の未来社会像は「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するととも

に、一人ひとりが多様な幸せ（Ｗｅｌｌ-Ｂｉｅｎｇ：ウェルビーイング25）を実現できる社会」と表現しています。社

会が抱えるさまざまな課題に対して、情報社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ ４．０）で実現できなかった知識や情報の共有を

最新技術の活用により解決し、一人ひとりが快適にデジタル技術を利用することができ、仮想空間でも活

躍できる社会の姿を描いています。こうした国の動きに合わせて、民間においても生成ＡＩ26、在宅での遠

隔医療、自動車の自動走行、農林業でのドローン27活用、製造業でのデジタルツイン28を活用した試作品

開発など、すでに私たちの暮らしのすぐ身近なところで変革が起きています。  

便利になる一方で、ＳＮＳ29やインターネットにはさまざまな情報があふれ、フェイクニュース30などの嘘や

作られた情報も発信されるようになり、情報リテラシー31の格差が問題になってきています。誤った情報に

よって重大な被害につながる恐れがある中で、正しい情報が何かを適切に判断する能力が求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 生活様式や営み方。人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。 
23 「Internet of Things」の略。様々な物がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に成業する仕組み。 
24 スマートフォン等の位置情報やインターネット・テレビの視聴など日々生成される多種多様なデータ群のこと。 
25 個人や社会のよい状態。健康と同じように日常生活の一要素であり社会的、経済的、環境的な状況によって決定さる。 
26 文字などの入力に対して文章・画像等を生成する人工知能システムの一種。 
27 無人航空機の一種。 
28 インターネットに接続した機器などを活用して現実空間の情報を取得し、仮想空間に現実空間の環境を再現すること。 
29 「Social Networking Service」の略。インターネット上で社会的つながりを作り交流できる仕組み。 
30 マスメディアやソーシャルメディアにおいて事実と異なる記事が公開されること。 
31 情報機器の操作に関する能力(教義)に加えて、情報を取り扱う上での理解、さらには情報及び情報手段を主体的に選択し、収集活用するための能力と意欲(広
義)がある。 



 

 
24 

 

    
 

（8）地方の未来を創る 地方創生２．０ 

地方創生は、「地域の持続的な発展を目指し、地域内の人々がその土地で安心して暮らし、働き、育てる

ことができる社会を作り上げること」などと定義されます。国では平成２５年（２０１３年）から第１期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定し、令和２年（2020年）には第２期まち・ひと・しごと総合戦略が策定されま

した。「稼ぐ地域をつくるとともに安心して働けるようにする」、「地方とのつながりを築き、地方への新しい

人の流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる

魅力的な地域をつくる」という４つの基本目標と「多様な人材の活躍を推進する」、「新しい時代の流れを

力にするという」２つの横断的な目標が掲げられていました。令和６年（２０２４年）には、これまでの１０年間

の成果と反省を糧に「地方の未来を創り、地方を守る」「地方こそ成長の主役」との考えにたった地方創生

２．０という考え方が示されました。産官学金労言などの地域の多様な主体が連携し、それぞれの知恵と情

熱を活かして地域の可能性を最大化していくなかで、デジタル・新技術を活用しながら安心して暮らせる

地方の生活環境の創生や新しい地方経済の創生を実現し、大都市圏への過度な一極集中を是正すると

しています。 

多様な価値観があるなかでも誰もが安心して暮らせる地域であることは何より大切です。住み慣れた

まちで家庭を築き子どもを育てたい、豊かな自然の中でのびのび暮らしたい、そういった希望を実現する

ためには、一人ひとりが地域や公共のことを自分事として捉え、地域のためにできることを考え、自ら行動

していく「自立した参加型の社会」であることが大切です。 

 

（9）自治体間「競争」から自治体間「共創」へ 

人口が増加し、地域にも多くの担い手がいた時代は、地域内で人や企業、団体が競い合う「地域内競

争」をしていても、その地域を維持することができました。しかし、人口減少時代に突入し、地域内で暮らし、

活動する人が減り続けている今、地域内で人や団体同士が競い合っていては、せっかくそれぞれが持つ力

や可能性をつぶし合うだけになってしまいます。地域内で連携し、それぞれの得意なことややりたいことを

合わせながら相乗効果を生み出すことで、地域全体に活力が生まれ、地域の魅力も増えていくのではな

いでしょうか。 

また、地方分権改革が進むにつれ、自治体間相互に政策形成やまちづくりといった政策レベルでの「自

治体間の競争」の構図があったことは事実です。地方から活力を生み出すことはとても重要なことですが、

過剰な自治体間競争は、人口減少社会においては人口の奪い合いになりかねません。地域格差を埋める

ための施策の同調圧力は、必ずしも地域には最適な効果を生み出していないものもあるように見えます。 

地域内で競争する「地域内競争」から、地域が一体となって他地域との競争力をつける「地域間競争」、

そして地域間でともに協力しあう「地域間共創」という視点も必要なのではないでしょうか。転職を伴わな

い移住32や二地域居住33など一つの自治体の枠に捉われない人と地域のつながり方も生まれてきていま

す。社会は絶え間なく変化を続けています。 

 

 

 
32 テレワークなどの働き方を活用して企業に勤めたまま別の地域に移住すること。 
33 都市部と地方部に二つの拠点を持ち、週末や一年のうちの一定期間など、定期的に地方部でのんびり過ごしたり仕事をしたりする新しいライフスタイルの一
つ。 
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第４章  町民意識調査 
 

 

総合計画の策定にあたり、大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画）で取り組んできた

施策を振り返り、町民がまちづくりや行政サービスに日頃から感じていること、町民生活や町政への意識

を把握し、計画を策定する際の基礎的な資料として活用するため、町民アンケート調査を行いました。 

  第三次総合計画では、このアンケート調査で示された定住意向や満足度などを踏まえて、町政への参

加意識が高まるまちづくりを進めるための参考資料として活用しています。 

 

● 調査方法 

町民アンケート調査は、無作為に抽出した満１８歳以上の住民１，９００人を対象に令和６年（２０２４年）５

月１３日から６月１０日までの期間で行いました（郵送による調査票の配布、郵送またはインターネットによ

る回答）。回答数は６３１人、回答率は３３．２１％でした。 

 

 

（１）町に住み続けたい人の割合 

大山町は転入者数よりも転出者数のほう

が多い状況が続いていることから、大山町

にこれからも住み続けたい意向があるのか

調査したところ、住み続けたいという回答が

７７．９７％を占めました。 

 

 

 

（２）町政への参画意識 

協働のまちづくりを進めていく上で、町民の町政への参画意識を調査したところ、町政への意見や提言

を伝えたいと思う町民は、26.15％でした。また、町民の意見や提言が町政に反映されていると思う町民

は、「よく反映されていると思う」、「だいたい反映されていると思う」が合わせて 21.39％でした。 

  

■町政へ意見や提言を伝えたいと思うか 
■町民の意見や提言が町政に反映されていると思うか 

■大山町に住み続けたい人の割合 

26.15%

23.14%

45.80%

4.91%

思う 思わない わからない 無回答

1.90%

19.49%

45.96%

20.13%

3.33%
5.23% 3.96%

よく反映されていると思う

だいたい反映されていると思う

どちらとも言えない

あまり反映されているとは思わない

まったく反映されていないと思う

その他

無回答

77.97%

2.85%

18.23%
0.95%

思う 思わない わからない 無回答
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（3）各施策の満足度と重要度 

 

行政が取り組む各施策に対して、町民がどれほど満足しているのか、これから先どういったまちづくりが

重要と考えているのかを調査しました。各施策は、大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画）

における６の分野と３３の施策で分類しました。調査結果をもとに施策体系別に各施策の「現在の満足度」

と「今後の重要度」を次の基準で点数化し、施策の平均点を算出しました。そして、全施策の平均点を中心

にしたときの各施策の分布状況を図表に示し、回答結果を分析しました。 

 

0満足度：満足+1.0どちらかといえば満足+0.5、普通0.0、どちらかといえば不満-0.5、不満-1.0          

0重要度：重要+1.0どちらかといえば重要+0.5、現状維持0.0、どちらかといえば重要でない-0.5、重要でない-1.0  

※「わからない」及び「無回答」は0.0   

  

 

  

領域Ａ 重点課題

満足度：平均点未満

重要度：平均点以上

重要度の認識は高いが、取り

組みに対する満足度は低く、

他区分の取り組みに優先した

重点的な対応が望まれる。

領域Ｃ 検討課題

満足度：平均点未満

重要度：平均点未満

重要度の認識が低く、取り組

みに対する満足度も低く、必

要性の検証や取り組み内容の

見直しなどを検討し、適切な

対応が望まれる。
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図表において、色付きの左上の領域（A）は、相対的に、満足度が低く重要度が高い領域であり、今後最

も優先して取り組むことが求められる施策です。この領域には「若者がはたらきたくなる会社や仕事を増

やそう」、「新しい家庭を築くことに希望を持てる環境をつくろう」、「どこにお金を使うのか、誰が担うのか

を見直そう」、「資源や人のつながりで観光や商工業を盛り上げよう」、「みんなが地域に気を配り「もしも」

に備えよう」、「大山町の魅力や暮らしやすさにつながる土地利用を実現しよう」、「移動も共有して安心安

全な交通環境を実現しよう」、「すでにある交通インフラ資源を暮らしの安全性や快適性につなげよう」、

「一次産業にあこがれる若者を増やそう」という施策が該当しました。 

 

 

  

 

  

領域Ｂ 継続推進

満足度：平均点以上

重要度：平均点以上

重要度の認識も取り組みに対

する満足度もともに高く、現

在の水準を下げないように継

続的な対応が望まれる。

領域Ｄ 成果検証

満足度：平均点以上

重要度：平均点未満

重要度の認識は低いが、取り

組みに対する満足度は高く、

一定成果を上げているため、

必要性を検証し適正な対応が

望まれる。
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第５章  まちの財政状況 
 

 

総合計画の策定にあたり、現在の財政状況と将来の財政見通しを把握するため、財政状況を分析しま

した。財政分析は、第一次総合計画の最終年度の平成２７年度（２０１５年度）から令和６年度（２０２４年度）

までの普通会計の歳入と歳出の状況、貸借対照表34、行政コスト計算書35を用いて行いました。また、大山

町の財政状況の特徴を把握するため、類似団体36との比較を行いました。比較対象の類似団体の平均値

は、総務省が公表する財政状況類似団体比較カードより算出した値を使用しています。 

 

（1）歳入と歳出の分析 

大山町の財政規模は、令和６年度（２０２４年度）決算（普通会計）では、歳入の総額が１２４億３，１０４万

４，０００円で、歳出が１１９億７，６８８万１，０００円となっています。歳出額の年次変化については、歳出総額

に占める割合でみると人件費、扶助費37、公債費38を合計した義務的経費39が徐々に増加しており、令和６

年度（２０２４年度）には４１．９％となっています。その中でも人件費と扶助費が大きな割合で増加していま

す。 

令和５年度の財政指標による財政状況は、主要な財政指標からみて、健全化判断比率40は健全な水準

が保たれています。歳入に占める自主財源41の比率は３０．６％、依存財源42の比率は６９．４％となっていま

す。類似団体と比較すると、大山町の自主財源比率はやや低く、経常収支比率43がやや高いため、類似団

体よりもやや硬直的な財政状況です。限られた財源のなかでどこにお金を使うのか、誰が担うのかを見直

していくことが必要です。 

 

■財政指標による類似団体比較（令和５年度（２０２３年度）） 

   

 

  

 
34 財務諸表の中心をなすもので、一定時点における財政状況を明らかにするために作成される計算書。 
35 行政サービスにどれだけのコスト(費用)がかかっているかまとめたもの。 
36 すべての市町村を対象に、国勢調査をもとにした人口と産業構造の二つの要素を基準に分類し、同じ分類となった全国の市町村。 
37 生活に困っている人や子育てをしている世帯、障がい者などの生活を社会全体で支えるための経費。 
38 地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。 
39 歳出のうち、その支出が法令などで義務づけられている経費。 
40 財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の 4 つの財政指標の総称。 
41 地方公共団体が自主的に収入できる財源。代表的なものは、町税、使用料及び手数料、寄附金等がある。 
42 国や県の決定や割り当てに基づいて収入する財源。代表的なものは、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金等がある。 
43 人件費等の経常的に支出する経費が税収や普通交付税等の経常的な収入に占める割合。 

大山町 類似団体平均
実質公債費比率（%） 10.2 8.4
将来負担比率（%） 0.0
財政力指数 0.26 0.32
経常収支比率（%） 93.9 90.8
依存財源割合（%） 69.4 64.7
自主財源割合（%） 30.6 35.3
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■歳入額の推移（単位：千円） 

     

 

■歳出額の推移（単位：千円）  
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（2）貸借対照表と行政コスト計算書の分析 

 

地方公会計では、複式簿記による発生主義会計44の導入によって、現金主義会計では把握できないス

トック情報や見えにくいコスト情報を補完することが可能になります。財政の透明性を高め、町民への説明

責任をより適切に図るほか、公共施設マネジメントへ活かすことが可能です。 

 

● 貸借対照表 

貸借対照表を見ると大山町の純資産比率45は類似団体と同じ水準ですが、交付税措置のある地方債

を考慮すると、純資産比率が９０％～95％台を推移することになります。社会資本等形成の世代間負担比

率46も交付税措置のある地方債を考慮すると５％前後を推移することになります。ともに実質の将来世代

への負担が少ないことがわかりますが、公共施設の老朽化対策に取り組みながら、現役世代への負担が

過度にならないよう今後も注意していく必要があります。 

有形固定資産減価償却率47により、資産の老朽化の状態がわかります。100％に近いほど老朽化が進

んでいることを表しますが、令和５年度（２０２３年度）は７１．６％であり、これまでに取得した資産から生じ

る減価償却費が増加し、町が所有する有形固定資産の老朽化が進んでいることを表しています。 

 

■貸借対照表（令和５年度(２０２３年度)） 

 

 
44 運用取引、収益、費用を会計処理する際に、入金時点ではなく権利、義務が発生した時点でこれらを認識して会計処理すること。 
45 所有している資産のうち自己の資本が占める割合。比率が高ければ返済の必要がない資産の割合が高いことを示す。 
46 社会資本整備の結果を示す公共資産が、どのような世代で形成されてきたのかを示すもの。将来世代負担比率が高いと将来世代の負担が大きいと言える。 
47 償却資産における減価償却済の部分の割合を示す比率。高い比率は施設の老朽化の度合いを示し、修繕等の発生を知らせるもの。 

大山町 類似団体平均

人口（R6.1.1）（人） 15,048

資産合計（千円） 37,800,550

負債合計（千円） 9,188,051

純資産合計（千円） 28,612,499

有形固定資産合計（千円） 29,727,161

減価償却累計（償却資産）（千円） 63,759,018

町民一人当たり資産（千円） 2,512 3,159

町民一人当たり負債（千円） 611 774

有形固定資産減価償却率（％） 71.6 66.9

純資産比率（％） 75.7 75.5

地方債（千円） 6,696,897

１年以内償還予定地方債（千円） 1,225,540

将来世代負担比率（％） 17.4 17.5



 

 
31 

第１部 序論 

    
 

 

● 行政コスト計算書 

一般会計等の行政コスト計算書をみると、大山町の町民一人当たりの純行政コスト48は令和５年度（２０

２３年度）が７１万３，０００円であり、類似団体を下回っていますが、今後も適正値を見積もっていく必要が

あります。大山町の受益者負担比率49は令和５年度（２０２３年度）が３．３％であり、令和４年度（２０２２年度）

から０．４ポイント増加して類似団体と同じ水準にあり、今後も負担の適正化に努める必要があります。 

 

■行政コスト計算書（令和５年度(２０２３年度)） 

    

 

● 財政上の特徴 

やや硬直的な財政状況にある 

大山町は、依存財源の割合が高く、経常収支比率も高いため、やや硬直的な財政運営になっています

が、健全化判断比率からは健全な状態が保たれています。健全な財政状況を保つためには、今後予想さ

れる高齢化の進行に伴う歳出増加への適切な対応が必要です。 

現状は将来世代の負担は少ないが老朽化した公共施設等が多い 

大山町がこれまでに行ってきた社会資本整備のための財源は、交付税措置のある地方債が多く、将来

の世代の負担が少ない状況です。一方、これまでに取得した資産の半分以上が減価償却されており、公

共施設等の点検・診断と計画的予防保全による長寿命化、統廃合など適正管理に努めることが必要です。

今後施設の更新を行う場合には、将来世代への負担を考慮して進めていく必要があります。 

人口一人当たりの行政コストが低い 

大山町の町民一人当たりの純行政コストは、類似団体よりもやや低めになっています。人件費や扶助費

などの義務的経費が増加する状況の中で、今後は、行政コストをいっそう意識した行政運営が必要です。 

  

 
48 発生主義に基づいて地方公共団体の行政活動に係る費用をフルコストで表示した純行政コストを住民基本台帳人口で除したもの。 
49 経常収益(使用料・手数料などの行政サービスに係る受益者負担の金額)に対する経常費用(行政サービス提供に係る負担)の比率。 

大山町 類似団体平均

人口（R6.1.1）（人） 15,048

経常費用（Ａ）（千円） 10,696,967

経常収益（Ｂ）（千円） 350,757

純経常行政コスト（Ａ－Ｂ）（千円） 10,346,210

受益者負担比率（Ｂ÷Ａ）（％） 3.3 3.4

純行政コスト（千円） 10,730,204

町民一人当たり純行政コスト（千円） 713 752
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第６章  持続可能な開発目標 
 

 

● ＳＤＧｓの理念 

平成２７年(２０１５年)９月に国連サミットにおいて、全会一致で持続可能な開発目標（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅ

ｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：ＳＤＧｓ）が採択されました。SDGｓは「我々の世界を変革する」を合言葉に「誰一人取

り残さない」社会を実現するため、経済・社会・環境に関する課題に統合的に取り組む令和１２年（２０３０年）

を期限とした国際目標です。SDGｓには１７の国際目標、その下に１６９のターゲットと２３１の指標が設定さ

れています。また、国はＳＤＧｓの目標を達成するために定めた「持続可能な開発目標（SDGｓ）実施指針」

において、５つの主要原則を重視しています。 

 

1 普遍性：先進国も途上国も、すべての国が目標に向けて行動する。 

2 包摂性：人間の安全保障の理念を反映し、「誰一人取り残さない」社会を実現する。 

3 参画型：あらゆるステークホルダー(国、自治体、企業、コミュニティ等）が協力する。 

4 統合性：経済・社会・環境の統合的視点を持って取り組む。 

5 透明性と説明責任：定期的にフォローアップを行う。 

 

国は令和５年（２０２３年）１２月に実施方針を改訂し、人口減少や少子高齢化が加速する中、多様性と包

摂性のある社会を築き、またイノベーションを活かした社会課題の解決を通じて国の持続可能な発展と繁

栄及び国際競争力の強化を実現していくため、引き続き強い決意をもって取り組むとしています。 

 

● 総合計画におけるＳＤＧｓの視点 

ＳＤＧｓの理念は、国際的な課題だけでなく、国内の地域の課題の解決にも貢献します。また、地方自治

体におけるＳＤＧｓの達成に向けた取り組みは地方創生の実現にも資するものとされています。国が示すＳ

ＤＧｓ実施指針においても、各地方自治体が策定する各種計画等にはＳＤＧｓの要素を最大限に反映するこ

とを奨励するとされています。そのため、総合計画に基づく持続可能なまちづくりを進めることによって、大

山町はＳＤＧｓの達成に貢献します。 
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第７章  これからのまちに必要なこと 
 

 

（１）ふるさとを想う人を増やしていくことが大切です 

 

●大山町には、自然、地域との交流や伝統行事、風習などの学びの機会が身近にあります。子どもの頃か

ら自分が生まれ育ったふるさとのことを知り、学び、ふるさとに愛着を持つ子どもたちは、ふるさとで働く

ことや暮らすことに希望を抱くことにつながります。たとえふるさとから離れていったとしても、そんな愛着

を持った子どもたちは、きっといつもふるさとを思い出し、いろいろな形でまちに関わってくれます。 

 

●地域の資源を活かして活動する人、生涯を通じて学習や挑戦をする人、そういうまちの資源を活かした

り思う存分楽しんだりできる環境が必要です。人が少なくなるからこそ、イベントや交流行事を大切にし

て、いきいきと活気とにぎわいにあふれるまちを作っていく人が増えていくことが大切です。 

 

 

（2）やりがいを感じられる仕事が求められています 

 

●仕事にやりがいを感じられると自然の恵みに育まれた大山町の農業や漁業、林業を維持していくことに

もつながります。また、仕事にやりがいを感じられるだけでなく生業にして安心して働けることも求められ

ます。仕事の選択肢の視点からもとても重要です。 

  

●大山町の豊かな自然を活かしていくことは、農林水産業だけではなく商工業や観光にも通ずるものが

あります。豊富な水資源や自然体験など有効に活用し、町民・団体・企業・行政が連帯して「大山」ブラ

ンドを高めていくことが大切です。地域資源を総動員した「大山」の地域ブランディング50が求められて

います。 

 

●デジタル技術の進歩によって、大山町にいながらできる都市部のような仕事も増えました。若い人が働

きたくなる企業の誘致や自分のやりたいと思う仕事ができる起業の支援を進めながら、多様な働き方を

生みだしていくことが必要です。キャリア教育51やインターンシップ52などを活用して、幅広い世代や業種

でマッチングする機会も求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
50 ブランドに対する共感や信頼などを通じてブランドの価値を高めるための施策のこと。 
51 児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てる教育のこと。 
52 学生が就業前に企業などで就業体験をすること。 
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（3）安全で安心な暮らしの形が必要です 

 

●地域社会の一員として参加できる環境をつくり、「支え手」「受け手」という関係を超えて、住民・団体・企

業・行政が協力し合い、一人ひとりの暮らしと生きがいが地域で実現できる地域共生社会をすすめなけ

ればなりません。 

 

●いつまでもいきいきと健康で元気に暮らし、安心した日々を送るためには、困ったときに頼れる医療環境

の維持や高齢になっても安心して暮らせる福祉のセーフティネット53が必要です。 

 

●安心して結婚、妊娠、出産、育児ができる環境や困ったときに頼ることのできる切れ目のないサポートが

必要です。地域全体で子育てをサポートする環境や負担軽減となる子育て支援、ジェンダー・ギャップの

解消も求められています。希望を持って家庭を築くことができ、健やかでたくましく子どもを育てられるま

ちであることが大切です。 

 

●私たちの個性や違いが認められない社会、不当な差別や偏見を受ける社会があるとすれば、それはと

ても安心な暮らしとは言えません。老若男女問わず尊重され、誰もが自分らしく生きることができる、寛

容性のある社会の実現が求められています。 

 

●安全な道路や水道などの社会基盤を持続的に維持していくことはこれからも大切です。安心して暮らし

を続けるためには、まちの情報がきちんと得られることやインターネットで行政手続きができるようにな

るなど、ライフスタイルの変化に合わせて利便性を高めることも必要です。また、買い物や通院などに必

要な交通手段を確保していくことも大切な視点です。 

 

●大山町は災害が少ない、犯罪が少ないという話をよく聞きます。このような安全で安心なまちであり続

けたいと願いますが、いつなんどき自然災害や犯罪、交通事故などに遭うかはわかりません。公助によ

る備えのほかに、他人事ではなく自分事と捉えて備える、身近な人とも共有して備える、そういった自助・

共助による備えも大切です。 

 

●地方移住の動きが活発になっています。私たちが住みたい魅力的なまちは、誰かの住みたい魅力的な

まちでもあると思います。空き家の活用や移住定住のサポートの充実も必要です。一方で、人口減少社

会に合った地域コミュニティの仕組みを考えていくことも大切です。 

 

 

 

 

 

  

 
53 事故や災害などの予期せぬ不幸や出来事に遭遇した場合に備えて用意された制度などのこと。 
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（4）自然との共生を一人ひとりが実践することが大切です 

 

●豊かな自然は当たり前ではありません。私たちの暮らしを支える豊かで多様な自然資源は、私たち自身

で守っていかなければなりません。大山と日本海は今も昔と同じようにありますが、家の周りで虫の音を

聞かなくなったり、幼いころに見た動植物の姿を見かけなくなったりしたと思ったことはないでしょうか。

身近な自然が変わっていることに気づき、大切にすることが求められています。 

 

●限られた資源をどのように活用していくのか、今はただ消費する時代から吟味する時代、循環させる時

代になっています。地球温暖化や脱炭素の取り組みと言われると遠いことのように感じてしまうかもしれ

ませんが、ごみの分別や省エネなど私たちの選択の一つ一つが自然との共生に直結しています。 

 

●大山町の文化や歴史、食も自然の恵みによって育まれているものです。まちの魅力を再認識し、その貴

重な財産である自然の恵みを次世代へ引き継いでいくことが大切です。 

 

 

（5）多様なつながりでまちを元気にすることが求められています 

 

●社会や地域を維持していくためには、そこで暮らし、働く一人ひとりが自分ごとの意識をもち、地域のた

めにできることを考え、自ら実行していくことが大切です。さらにその行動を続けていくためには、その輪

を広げていくことが必要です。 

 

●まちに関心を持ってみよう、まちづくりに参加してよかった、みなさんがそう思える協働の仕組みやまちづ

くりを進めていくことが求められています。 

 

●まちづくりの形はいろいろで、身近なものでは自治会活動や地域行事への参加などがあります。また、

地域自主組織が中心となり、町民のために主体的に活動をして地域を盛り上げたり、地域の困りごとを

解決したりしています。 

 

●つながり方もさまざまで、町民同士だけではなく企業や自治体など地域内外の多様な主体とのつなが

りや、転職を伴わない移住や二地域居住など関係人口とのつながりを太くする、そういった視点も必要

です。 

 

 

 

 

 

 


